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評価①論文の状況

出典：文部科学省資料から作成

順位 国・地域
論文数
シェア
（％）

順位 国・地域
論文数
シェア
（％）

順位 国・地域
論文数
シェア
（％）

1 アメリカ 33.45 1 アメリカ 31.14 1 アメリカ 29.32
2 日本 9.57 2 日本 10.07 2 中国 9.98
3 ドイツ 8.86 3 ドイツ 8.97 3 日本 8.18
4 イギリス 8.55 4 イギリス 8.45 4 ドイツ 8.06
5 フランス 6.60 5 フランス 6.42 5 イギリス 7.86
6 カナダ 4.35 6 中国 5.34 6 フランス 5.81
7 イタリア 4.17 7 イタリア 4.57 7 イタリア 4.73
8 ロシア 4.15 8 カナダ 4.21 8 カナダ 4.60
9 中国 2.85 9 ロシア 3.52 9 スペイン 3.59
10 スペイン 2.73 10 スペイン 3.28 10 インド 3.28
11 オーストラリア 2.57 11 オーストラリア 2.74 11 韓国 2.99
12 オランダ 2.51 12 インド 2.61 12 オーストラリア 2.90
13 インド 2.23 13 オランダ 2.47 13 ロシア 2.85
14 スウェーデン 1.97 14 韓国 2.32 14 オランダ 2.42
15 スイス 1.84 15 スウェーデン 2.03 15 ブラジル 2.12
16 ベルギー 1.28 16 スイス 1.86 16 台湾 2.00
17 韓国 1.27 17 ブラジル 1.74 17 スイス 1.94
18 イスラエル 1.22 18 ポーランド 1.55 18 スウェーデン 1.82
19 ポーランド 1.21 19 台湾 1.53 19 トルコ 1.73
20 台湾 1.17 20 ベルギー 1.40 20 ポーランド 1.51
21 ブラジル 1.06 21 イスラエル 1.23 21 ベルギー 1.42
22 デンマーク 1.00 22 トルコ 1.14 22 イスラエル 1.09
23 フィンランド 0.92 23 デンマーク 1.04 23 デンマーク 1.01
24 オーストリア 0.91 24 オーストリア 1.02 24 オーストリア 1.00
25 ウクライナ 0.63 25 フィンランド 0.98 25 ギリシャ 0.99
26 ノルウェー 0.61 26 ギリシャ 0.76 26 フィンランド 0.90
27 ギリシャ 0.56 27 メキシコ 0.73 27 イラン 0.84
28 チェコ 0.55 28 アルゼンチン 0.66 28 メキシコ 0.80
29 トルコ 0.53 29 ノルウェー 0.64 29 ノルウェー 0.73
30 メキシコ 0.52 30 チェコ 0.64 30 チェコ 0.73

1997 2002 2007

注：人文・社会科学分野は除く
複数の国の間の共著論文は、それぞれの国に重複計上
論文は英文のみ計上
トムソン・ロイター サイエンティフィック「National Science Indicators, 1971-2007(Standard Version)」
のEssential Science Indicatorsの分野分類に基づき文部科学省で集計

注：人文・社会科学分野は除く
複数の国の間の共著論文は、それぞれの国に重複計上
各年の値は、引用データを同列に比較するため、5年間累積値（5-year-window-data）を用いている
例えば、1985年の値は1981～1985年の累積値となっている
トムソン・ロイター サイエンティフィック「National Science Indicators, 1981-2007(Standard Version)」
のEssential Science Indicatorsの分野分類に基づき文部科学省で集計

出典：文部科学省 科学技術要覧平成21年版

主要国等の論文相対被引用度の推移 主要国等の論文シェアの推移

○ 日本の相対被引用度（被引用回数シェア／論文数シェア）は主要国等の中では第６位。

○ 論文シェアは米国が首位を維持。
○ 中国・韓国がシェアを伸ばす一方、日本のシェアは減少。
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評価②英国における研究の業績評価の事例

※１格付けの定義
・４*：世界を先導する最高水準の独自性・意義・緻密性を有する研究
・３*：国際的に卓越した独自性・意義・緻密性を有する研究
・２*：国際レベルの独自性・意義・緻密性を有する研究

○英国の研究業績の質は、大学等ごとに学問領域（ＵｏＡ：Unit of Assessment）に分けて審査され、５段階（４*、３*、
２*、１*、Ｕ/Ｃ）※１で格付けられる。

○この評価結果に基づき、各大学等への研究資金が傾斜配分される。

・１*：国内レベルの独自性・意義・緻密性を有する研究
・Ｕ/Ｃ：国内標準を下回る研究

英 Imperial College Londonの学問領域毎のQuality ProfilesＲＡＥ※２2008による機関毎のQuality Profiles

出典：英 RAE HP、英Imperial College London 「Statistics Pocket Guide 2008-09」等から作成
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Imperial College London

University of Cambridge

University of Oxford

London School of 
Economics and 
Political Science

University College London

University of Manchester

University of Warwick

University of Essex

University of Edinburgh

Queen Mary, 
University of London

Quality Profile

％４* ％３* ％２* ％１* ％ Ｕ/Ｃ

Cardiovascular Medicine

Cancer Studies

Infection and Immunology

Other Hospital Based 
Clinical Subjects
Epidemiology and 
Public Health

Psychiatry, Neuroscience 
and Clinical Psychology

Biological Science

Chemistry

Physics

Pure Mathematics

Applied Mathematics

Statistics and 
Operational Research
Computer Science and 

Informatics
Electrical and Electronic 

Engineering
General Engineering: 

Bioengineering
General Engineering: 

Earth Science Engineering

Chemical Engineering

Civil Engineering

Mechanical, Aeronautical and 
Manufacturing Engineering

Metallurgy and Materials
Business and

Management Studies

History

Quality Profile

<Unit  of Assessment><Institution>

※２ Research Assessment Exercise



23出典：経済産業省 税制改正資料から作成

研究開発税制

試験研究費の総額
×８～10％

試験研究費の総額
×８～10％

試験研究費の増加額×５％試験研究費の増加額×５％

売上高の10％を超える
試験研究費×一定比率

売上高の10％を超える
試験研究費×一定比率

試験研究費の
増加額×５％

試験研究費の
増加額×５％

法
人
税
額

の
2
0
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0
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追
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改正前 改正後（2008年度～）
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％
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追
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置
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措
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試験研究費の総額

×８～10％

（中小企業、産学官連携は12％）

・2008年度拡充、2010年度延長：研究費を増加させる企業又は研究開発比率が高い企業に対
する税額控除の上乗せ。（2011年度まで）

・2009年経済対策：研究費総額に対する税額控除上限を引上げ。（2010年度まで）

国 最近の動向 税額控除率 （【】内は中小企業等の特例） 控除上限 繰越期間

08年拡充
09年拡充

総額×８～10％
【総額×12％】

＋
増加額×５％ 又は

売上高の10％超過額×一定割合

本体：税額の30％
上乗せ：税額の10％
(合計で最大40％）

１年
（09・10年に限り、11・12年まで
繰越可能）

09年拡充
基準超過額×20％ 又は
直近の総額の1/2との差×14％

（税額－25千＄）の
25％

20年

08年拡充
総額×8.4％相当
【総額×21％相当】

なし 無期限

08年拡充 総額×５～30％ なし ３年

06年改正 総額×30％ ＋ 増加額×50％ 税額の35％ 15年

08年拡充 総額×12.5％相当 なし ５年

07年拡充
09年８月拡充発表

総額×３～６％
【総額×25％】

＋
又は

増加額×40％又は50％
【増加額×50％】

なし 10年

注：「総額」や「増加額」の定義は、各国毎に異なる。

民間研究開発活動の促進①研究開発税制の拡充
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法人所得課税の実効税率の国際比較

民間研究開発活動の促進②法人所得課税の実効税率

22.00％

8.84％

27.89％

31.91％
28.00％

33.33％
30.00％

25.00％

2.20％

12.80％

40.69％ 40.75％

28.00％

33.33％

30.00％

25.00％ 24.20％

0％

5％

10％

15％

20％

25％

30％

35％

40％

45％

地方税

国税

（東京都） （カリフォルニア州） （ソウル）
法人税率：30％
事業税率：3.26％
地方法人特別税
：事業税額×148％
住民税
：法人税額×20.7％

連邦法人税率：35％
州法人税率：8.84％

法人税率：28％ 法人税率：33 1/3％ 法人税率：30％ 法人税率：25％
法人税率：22％
住民税
：法人税額×10％

注１．上記の実効税率は、法人所得に対する租税負担の一部が損金算入されることを調整した上で、それぞれの税率を合計したものである。
２．日本の地方税には、地方法人特別税（都道府県により国税として徴収され、一旦国庫に払い込まれた後に、地方法人特別譲与税として都道府県に譲与される）を含む。また、法人事業税及び
地方法人特別税については、外形標準課税の対象となる資本金１億円超の法人に適用される税率を用いている。なお、このほか、付加価値割及び資本割が課される。

３．アメリカでは、州税に加えて、一部の市で市法人税が課される場合があり、例えばニューヨーク市では連邦税・州税（7.1％、付加税［税額の17％］）・市税（8.85％）を合わせた実効税率は45.67％
となる。また、一部の州では、法人所得課税が課されない場合もあり、例えばネバダ州では実効税率は連邦法人税率の35％となる。

４．フランスでは、別途法人利益社会税（法人税額の3.3％）が課され、法人利益社会税を含めた実効税率は 34.43％となる（ただし、法人利益社会税の算定においては、法人税額から76.3万ユーロ
の控除が行われるが、前記実効税率の計算にあたり当該控除は勘案されていない）。なお、法人所得課税のほか、法人概算課税及び職業税（地方税）等が課される。

６．中国の法人税は中央政府と地方政府の共有税（原則として60：40）である。
７．韓国の住民税においては、上記の所得割のほかに資本金額及び従業員数に応じた均等割が課される。

（2009年７月現在）

出典：スペイン以外；財務省HP「法人所得課税の実効税率の国際比較」から作成、スペイン；日本貿易振興機構HP「スペイン 投資制度 税制」から作成
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技術研究組合

民間研究開発活動の促進③技術研究組合（１）

・ 会社に組織変更して、研究開発成果を事業化することを可能とする。
・ 組織分割や大学・独法への組合員資格の拡大、設立手続の簡素化等を行う。

○ 2009年６月 制度改正

【制度改正の概要】

出典：経済産業省産業技術環境局 「我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法
等の一部を改正する法律案（鉱工業技術研究組合法・産業技術力強化法）」（平成21年４月）から作成



26出典：経済産業省 税制改正資料から作成

①研究開発税制

研究組合へ支払う賦課金は、研究開発税制の対象

②所得計算の特例措置（圧縮記帳）

・研究組合が、賦課金をもって取得した試験研究用資産
について、簿価１円までの圧縮記帳が認められる。

・その場合、減額した金額を損金算入できる。

通 常特 例

減価償却費のみ
損金算入

ほぼ全額損金
算入可能

通常の
減価償却費

試験研究用
の固定資産 課税

１円

圧
縮
記
帳

圧縮損

技術研究組合：新しい技術を開発するため、複数の企業が共同で設立する法人格を有した組合

民間研究開発活動の促進④技術研究組合（２）
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出典：経済産業省 経済産業政策局・産業技術環境局・中小企業庁 「我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部

を改正する法律案のポイント」（平成21年２月）から作成

株式会社産業革新機構の概要

民間研究開発活動の促進⑤株式会社産業革新機構

（株）産業革新機構（2009年７月27日営業開始）
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出典：内閣府 「平成19年度 年次経済財政報告(経済財政政策担当大臣報告) －生産性上昇に向けた挑戦－平成19年8月」

民間研究開発活動の促進⑥ベンチャーキャピタル投資の国際比較

OECD 各国におけるベンチャーキャピタル投資額の対GDP 比率




